
 
 

＜お問い合わせ先＞ 

制度について 札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係 011-211-2442

加点について 札幌市財政局管財部工事管理室  011-211-2462

CCUS は、建設現場に従事する技能者の資格や就業履歴等を登録・蓄積し、技能や経

験の客観的な評価を通じて、技能者の適切な処遇や現場管理につなげる仕組みです。 

■対象予定工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 対象の等級ではない業者が受注した場合も、対象工事であれば加点基準を満たすことにより加点措置

を受けることができます。 

 【例：入札参加資格における等級の指定が「B 又は C」の場合で、C 等級の業者が受注】 

 

■工事成績評定における加点措置 令和７年度と加点基準に変更はありません。 

■開始時期 令和７年 12 月３日以降に告示する案件から 

達成基準や成績への加点の詳細については、建設キャリアアップシステム活用工事試

行要領（https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html）を

ご確認ください。 

 

 

札幌市では建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事を令和６年度

から試行しているところですが、令和８年度の方針についてお知らせいたし

ます。 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工種 等級 令和７年度 令和８年度 工種 等級 令和 7 年度 令和８年度 

土木 

A1 ◎ ◎ 
舗装 

A ◎ ◎ 

A2 ◎ ◎ B － ◎ 

B － ◎※ 
造園 

A ○ ◎ 

下水道 

A1 ◎ ◎ B － ◎※ 

A2 ◎ ◎ 建築 A ○ ◎※ 

B － ◎※ 管 A ○ ○※ 

◎：全件対象 ○：一部対象 －：対象外 電気 A ○ ○※ 

https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html

